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個人の 1/1～12/31 の間の所得（利益）に
対して課税されます。

会社や協同組合などの法人の所得（利益）に
対して課税されます。

法人事業税の納税義務者に対して、法人事
業税と同様の方法で課税されます。

相続などにより財産を取得した場合に課税
されます。

1/1～12/31 の間に個人からもらった財産
に課税されます。

原則として、すべての品物・サービスの提供
時に課税されます。

清酒・ビール・ウィスキーなどを製造場から
出荷したときに課税されます。

たばこを製造場から出荷したときに課税さ
れます。

自動車のガソリンなどを製造場から出荷し
たときに課税されます。

自動車に石油ガスを入れたときに課税され
ます。

航空機燃料を航空機に積み込んだときに課
税されます。

原油等を採取場から出荷したときや原油等、
石油製品を輸入したときに課税されます。

自動車の車検を受けるときなどに、自動車
の重量に応じて課税されます。

外国の貨物船が港に入港したときに課税さ
れます。

契約書、領収書など一定の文書に課税され
ます。

不動産、船舶、会社の登録などを受けるとき
に課税されます。

観光基盤の拡充、強化等に関する費用に充てるため、航
空機または船舶により出国するときに課税されます。

東日本大震災の復興に関する費用に充てるため、個人の
1/1～12/31 の間の所得（利益）に対して課税されます。

発電施設等の設置、利用の促進、安全の確保等に関する
費用に充てるため、電力を供給する会社に課税されます。

１ 主な国税

外国から輸入した貨物に課税されます。関 税

と ん 税 ・ 特 別 と ん 税

印 紙 税

揮発油税・地方揮発油税

石 油 ガ ス 税

航 空 機 燃 料 税

石 油 石 炭 税

法人税の額を基にして課税されます。

所 得 税

法 人 税

地 方 法 人 税

特 別 法 人 事 業 税

自 動 車 重 量 税

相 続 税

贈 与 税

消 費 税

酒 税

た ば こ 税 ・ た ば こ 特 別 税

復 興 特 別 所 得 税

電 源 開 発 促 進 税

登 録 免 許 税

国 際 観 光 旅 客 税

◎普通税とは … 使いみちが特定されず、どのような仕事にも充てることができる税金。

◎目的税とは … 法律や条例により使いみちが特定されている税金。

普

通

税

税のあらまし

目
的
税
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（県森林環境税を含む）

県内に住所がある個人または県内に事務所・事業
所がある個人もしくは法人に課税されます。

事業を行う個人または法人の所得（あるいは収入
金額）等に対して課税されます。

国の税金である消費税と同様の方法で課税され
ます。

たばこの卸売販売業者などが小売販売業者等に売
り渡すたばこに対して課税されます。

特約業者または元売業者からの軽油の引取りに対
して課税されます。

【種別割】 自動車の所有者に対して課税されます。

ただし、割賦販売等で売主が所有権を留保してい

るときは、買主が所有者とみなされます。

【環境性能割】自動車を取得したときにその所有者
に課税されます。

鳥獣の保護等の費用に充てるため、狩猟者の登録
を受ける方に課税されます。

産業廃棄物の発生の抑制、減量化、再生利用等に

関する費用に充てるため、産業廃棄物の最終処分

場への搬入に対して課税されます。

市内に住所がある個人または市内に事務所・事業
所がある個人もしくは法人に課税されます。

土地・家屋や事業に使う機械などの償却資産の所
有者に課税されます。

一定規模以上の土地の所有や取得に課税されます。
（ただし、平成15年度以降新規の課税は停止されています。）

【種別割】原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自
動車・二輪の小型自動車の所有者に課税されます。

【環境性能割】軽自動車を取得したときにその所
有者に課税されます。

たばこの卸売販売業者などが小売販売業者等に売
り渡すたばこに対して課税されます。

都市計画区域内に所在する土地、家屋の所有者に
課税されます。

国民健康保険に加入している方（世帯）に課税され
ます。

国 民 健 康 保 険 税

軽 自 動 車 税

市 た ば こ 税

鉱 産 税

都 市 計 画 税

産業廃棄物税（法定外目的税）

３　市　税

市 民 税 （ 個 人 ・ 法 人 ）

固 定 資 産 税

入 湯 税

特 別 土 地 保 有 税

採掘した鉱物の価格に応じて課税されます。

鉱泉浴場（温泉施設）の入湯者に課税されます。

事 業 税

鉱業権を有する方に課税されます。

土地や家屋を取得したときに課税されます。

ゴルフ場の利用に対して課税されます。

狩 猟 税

軽 油 引 取 税

自 動 車 税

鉱 区 税

地 方 消 費 税

不 動 産 取 得 税

県 た ば こ 税

ゴ ル フ 場 利 用 税

県 民 税 （ 個 人 ・ 法 人 ）

２　主な県税　　　　　　　　　　　

普

通

税

目
的
税

普

通

税

目
的
税
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 市民の方に負担していただく税金で、個人市民税と法人市民税があります。 

個人市民税 

 市内に住所がある個人に課税される税金で、「均等割」と「所得割」があります。 

〔均等割〕…所得の額にかかわりなく一定の額の負担 

〔所得割〕…所得の額に応じて負担 

◆個人市民税を納める人                    

 その年の１月１日現在の状況で判断します。 

納めていただく人 
納める税額 

均等割 所得割 

市内に住所がある人 〇 〇 

市内に住所はないが、事務所・事業所または家屋敷がある人 〇 ― 

 ※家屋敷…自己または家族の居住用の住宅で、現に住んでいるかどうかは問いません。 

◆個人市民税のかからない人  

均等割も所得割も 

かからない人 

 

次のいずれかに該当する人 

① 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人 

② 障がい者、未成年者（未婚者のみ）、寡婦またはひとり親で、

前年の合計所得金額が 135 万円以下の人（給与収入のみの

場合、年収 2,044,000 円未満） 

③ 前年中の合計所得金額が、次の算式で求めた額以下の人 

  28 万円×（本人＋同一生計配偶者＋扶養親族数）＋168,000

円＋100,000 円 

※ただし、同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合は 38 万円 

所得割がかからな

い人 

前年中の総所得金額等の合計額が、次の算式で求めた額以下の人 

35 万円×（本人＋同一生計配偶者＋扶養親族数）＋320,000

円＋100,000 円 

※ただし、同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合は 45 万円  

  ※扶養親族には、扶養控除の対象とならない 16 歳未満の方を含みます。 

  

 

 

 

 

 

 

●個人市民税 

総所得金額等（各種所得の合計額） 

 損失の繰越控除後の総所得金額、特別控除前の分離課税の長（短）期譲渡所得の

金額、株式等による譲渡所得等の金額、上場株式等に係る配当所得の金額、先物取

引に係る雑所得等の金額、山林所得金額および退職所得金額の合計額をいいます。 

合計所得金額 

 純損失・雑損失の繰越控除前の総所得金額等をいいます。 

  

用 語 
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◆税 率 

 市 民 税 県 民 税 合 計 

均 等 割 ３，５００円 ２，５００円 ６，０００円 

所 得 割 ６％ ４％ １０％ 

  ※県民税均等割のうち１，０００円は、森林環境税として県の森林環境保全の

ために使われます。 

  ※東日本大震災からの復興や防災に必要な財源を確保するため、平成２６年度

から令和５年度まで、市民税と県民税が５００円引き上げられました。 

◆税額の計算 

  個人市民税は、次のような方法で計算されます。 

   
  
  
 
 
 

  
 
 

  
 
 

  
 
 

  
 
 

  
 
 

  
 
 

  
 
 

 
－ 

 
＝ 

 
－ 

 
⇒ 

 
× 

 
－ 

 
＝ 

 
        
               
       

 

     
 

 

(1) 所得金額の算出 

所得金額とは、前年の１月１日から１２月３１日までの１年間の収入から必

要経費などを差し引いたものです。所得が複数ある場合は、それぞれの所得金

額を算出し、それらを合計します。 

 【所得の種類と所得金額の計算方法】 

所 得 の 種 類 所 得 金 額 の 計 算 方 法 

 

 

総

合

課

税 

利子所得 
公債、社債、預貯金等の

利子 
収入金額 

配当所得 株式や出資金の配当等 
収入金額－株式などの元本取得のために

要した経費 

不動産所得 家賃、地代、権利金等 収入金額－必要経費 

事業所得 

農業、漁業、製造業、医

師などの事業から生じる

所得 

収入金額－必要経費 

給与所得 給与、賃金、賞与など 収入金額－給与所得控除額 

分

離

課

税 

退職所得 退職金、退職手当等 (収入金額－退職所得控除額)×1/2 

山林所得 
山林(立木)を売った場合

に生じる所得 

収入金額－必要経費－特別控除額（最高

50 万円） 

譲渡所得 
土地などの財産を売った

場合に生じる所得 

収入金額－譲渡資産の取得費―譲渡費用

－特別控除額 

1,000 円未満 
切捨て 

 

     個人市民税 ＝ 均等割 ＋ 所得割 

収
入
金
額 

必
要
経
費
等 

所
得
金
額 

所
得
控
除 

課
税
標
準
額 

税 
 

率 

税
額
控
除 

所
得
割
額 

100 円未満 
切捨て 
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所 得 の 種 類 所得金額の計算方法 

総

合

課

税 

一時所得 
競馬の払戻金、賞金、生

命保険の満期返戻金等 

{収入金額－必要経費－ 

特別控除額（最高 50 万円）}×1/2 

雑所得 

公的年金等、原稿料など

他の所得に当てはまらな

い所得 

次の①と②の合計額 

① 公的年金収入金額－公的年金等控除額 

② ①を除く雑所得の収入金額－必要経費 

 〇非課税所得（所得金額に算入されない所得） 

 ・遺族年金、障害年金        ・損害保険金、損害賠償金、慰謝料 

 ・宝くじの当選金          ・健康保険、労災保険等からの給付 

 ・生活保護法により支給される保護費 ・義援金、見舞金 

 ・給与所得者の通勤手当（上限あり） ・雇用保険の失業等給付 

① 給与所得金額 

 給与所得については、必要経費に代わるものとして収入金額から給与所得控

除額を差し引きます。 

 給与所得金額の計算方法は下表のとおりです。 

給与収入金額 給与所得金額 

550,999 円まで 0 円 

  551,000 円～1,618,999 円 収入金額－550,000 円 

1,619,000 円～1,619,999 円         1,069,000 円 

1,620,000 円～1,621,999 円         1,070,000 円 

1,622,000 円～1,623,999 円         1,072,000 円 

1,624,000 円～1,627,999 円         1,074,000 円 

1,628,000 円～1,799,999 円 Ａ＝ 

収入金額÷4 

(千円未満切捨) 

Ａ×2.4＋100,000 円 

1,800,000 円～3,599,999 円 Ａ×2.8－80,000 円 

3,600,000 円～6,599,999 円 Ａ×3.2－440,000 円 

6,600,000 円～8,499,999 円 収入金額×0.9－1,100,000 円 

8,500,000 円以上 収入金額－1,950,000 円 
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② 公的年金等に係る雑所得 

 公的年金等については、収入金額から公的年金等控除額を差し引いたものが、

所得（雑所得）となります。雑所得の計算方法は下表のとおりです。 

年齢 
公的年金等収入金額 

A 

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 

1,000 万円以下 
1,000 万円超 

2,000 万円以下 
2,000 万円超 

６５歳 

未満 

130 万円以下 A－60 万円 A－50 万円 A－40 万円 

130 万円超 

410 万円以下 

A×75％ 

－27.5 万円 

A×75％ 

－17.5 万円 

A×75％ 

－7.5 万円 

410 万円超 

770 万円以下 

A×85％ 

－68.5 万円 

A×85％ 

－58.5 万円 

A×85％ 

－48.5 万円 

770 万円超 

1,000 万円以下 

A×95％ 

－145.5 万円 

A×95％ 

－135.5 万円 

A×95％ 

－125.5 万円 

1,000 万円超 A－195.5 万円 A－185.5 万円 A－175.5 万円 

６５歳 

以上 

330 万円以下 A－110 万円 A－100 万円 A－90 万円 

330 万円超 

410 万円以下 

A×75％ 

－27.5 万円 

A×75％ 

－17.5 万円 

A×75％ 

－7.5 万円 

410 万円超 

770 万円以下 

A×85％ 

－68.5 万円 

A×85％ 

－58.5 万円 

A×85％ 

－48.5 万円 

770 万円超 

1,000 万円以下 

A×95％ 

－145.5 万円 

A×95％ 

－135.5 万円 

A×95％ 

－125.5 万円 

1,000 万円超 A－195.5 万円 A－185.5 万円 A－175.5 万円 

(2) 所得控除 

   所得控除は、納税義務者の実情に応じた税負担を求めるために、扶養親族の

有無や病気、災害などによる出費があるかなどの個人的な事情を考慮して、所

得金額から差し引くものです。 

控除の種類 控  除  額 

雑損控除 災害などにより本人または同一生計の親族が所有する資産に損失を受

けた場合。次のうち、いずれか多い方の金額 

① 差引損失額(損害金額－保険金等で補てんされる金額)－(総所得金

額等の合計額×10％) 

② 差引損失額のうち災害関連支出の金額－５万円 
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控除の種類 控  除  額 

医療費控除 

本人または同一生計の親族の医療費を支払った場合 

 

             － 

 

(最高限度額 200 万円) 

セルフメディケ

ー シ ョ ン 税 制

(医療費控除と

選択適用) 

健康の保持増進や疾病の予防の取組を行っている人が、特定一般用医薬

品を購入した場合 

医薬品の購入費 － 12,000 円（最高限度額 88,000 円） 

社会保険料控除 
本人または同一生計の親族の社会保険料(健康保険、国民年金、介護保

険など)を支払った場合 → 支払った金額 

小規模企業共済

等掛金控除 

小規模企業共済掛金、確定拠出年金法の個人型年金の加入者掛金および

心身障害者扶養共済掛金などを支払った場合 

→ 支払った金額 

生命保険料控除 

一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料を支払った場合、そ

れぞれ計算した金額の合計額(限度額 70,000 円) 

① 旧契約保険料 (平成 23 年 12 月 31 日以前に締結した保険契約等) 

 15,000 円まで……支払保険料の全額 

 15,001 円～40,000 円……支払保険料×1/2＋7,500 円 

 40,001 円～70,000 円……支払保険料×1/4＋17,500 円 

70,001 円以上……35,000 円（限度額） 

② 新契約保険料（平成 24 年 1 月 1 日以後に締結した保険契約等) 

 12,000 円まで……支払保険料の全額 

 12,001 円～32,000 円……支払保険料×1/2＋6,000 円 

 32,001 円～56,000 円……支払保険料×1/4＋14,000 円 

 56,001 円以上……28,000 円（限度額） 

※一般生命保険料または個人年金保険料については、新契約と旧契約の

双方について控除の適用を受ける場合、新契約と旧契約それぞれ上記

の算式により計算した控除額の合計額（限度額 28,000 円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支払った医療費の金額 

－保険金等で補てんされる金額 

 

額 

総所得金額等×5％または 

10 万円のいずれか少ない金額 

 

額 
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控除の種類 控  除  額 

地震保険料控除 

① 地震保険契約の場合 

支払保険料が 

50,000 円以下……支払保険料×1/2 

50,001 円以上……25,000 円 

② 旧長期損害保険契約（平成 18 年 12 月 31 日までに締結したもの）の

場合 

支払保険料が 

  5,000 円以下……支払保険料の全額 

  5,001 円～15,000 円……支払保険料×1/2＋2,500 円 

  15,001 円以上……10,000 円 

※地震保険契約と旧長期損害保険契約がある場合、それぞれ計算した金

額の合計額（最高 25,000 円）。ただし、1 つの契約で地震保険と旧長

期損害保険がある場合は、いずれか一方のみ選択する。 

障害者控除 

本人、その控除対象配偶者、同一生計配偶者、扶養親族が障害者の場合 

……一人につき 26 万円 

 特別障害者の場合……30 万円 

 同居特別障害者の場合……53 万円 

 「特別障害者」とは 身体障害者手帳 １、２級 

           戦傷病者手帳 特別項症～第３項症 

           療育手帳 A 精神福祉手帳 １級 

※扶養控除の対象とならない 16 歳未満の扶養親族も、障害者控除の対

象となります。 

ひとり親控除 

次のすべてに該当する場合…30 万円 

①  婚姻していない人または配偶者の生死が明らかでない人かつ、生計

を一にしている子（総所得金額等が 48 万円以下の者）を有すること。 

② 合計所得金額が 500 万円以下であること。 

③ あなたと事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の者

がいないこと。 

寡婦控除 

次のいずれかに該当し、ひとり親控除に該当しない場合…26 万円 

①  夫と離婚した後、次のすべてに該当する人 

ア 生計を一にする子以外の扶養親族（合計所得金額が 48 万円以下

の者）を有すること。 

イ 合計所得金額が 500 万円以下であること 

ウ あなたと事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定

の者がいないこと。 

②  夫と死別している人、または夫の生死があきらかでない人で①の

イ、ウに該当する人 

勤労学生控除 
各種学校や専修学校等の生徒で合計所得金額が 75 万円以下であり、 

給与所得以外の所得が 10 万円以下の場合……26 万円 
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控除の種類 控  除  額 

配偶者控除 

同一生計配偶者のうち、合計所得金額が 1,000 万円以下の居住者の配偶

者（前年の合計所得金額が 48 万円以下）がいる場合 

※他の納税義務者の扶養親族または事業専従者を除く。 （単位 円） 

扶養する側の人の 
合計所得金額 

控除額 

一般の控除対象
配偶者 

老人控除対象 
配偶者 

900 万円以下 330,000 380,000 

900 万円超  950 万円以下 220,000 260,000 

950 万円超 1,000 万円以下 110,000 130,000 
 

配偶者特別控除 

本人の合計所得金額が 1,000万円以下の方で、生計を一にする配偶者（他

の納税義務者の扶養親族または事業専従者を除く）を有する場合 

                           （単位 円） 

配偶者の合計所得金額 

扶養する側の人の合計所得金額 

900 万円以下 
900 万円超 

950 万円以下 

950 万円超

1,000万円以下 

48 万円超  95 万円以下 330,000 220,000 110,000 

95 万円超 100 万円以下 330,000 220,000 110,000 

100 万円超 105 万円以下 310,000 210,000 110,000 

105 万円超 110 万円以下 260,000 180,000 90,000 

110 万円超 115 万円以下 210,000 140,000 70,000 

115 万円超 120 万円以下 160,000 110,000 60,000 

120 万円超 125 万円以下 110,000 80,000 40,000 

125 万円超 130 万円以下 60,000 40,000 20,000 

130 万円超 133 万円以下 30,000 20,000 10,000 

※配偶者控除と異なり、税法上の扶養とはなりません。 

また、市県民税の非課税基準となる扶養人数には入りません。 

扶養控除 

前年の合計所得金額が 48 万円以下の同一生計の扶養親族がいる場合 

（親族とは、6 親等内の血族と 3 親等内の姻族です） 

・特定扶養控除(19 歳以上 23 歳未満)……1 人につき 45 万円 

・老人扶養控除(70 歳以上) ………………1 人につき 38 万円 

・同居老親等扶養控除………………………1 人につき 45 万円 

（本人または配偶者の直系尊属で本人または配偶者と常に同居して

いる方） 

・一般の扶養親族(16 歳以上で上記以外)…1 人につき 33 万円 

※控除額は、12 月 31 日現在の扶養親族の年齢、同居の有無などにより

異なります。 

基礎控除 43 万円 
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(3) 税額控除 

  税率を乗じた後の算出税額から、税額の種類に応じて、一定金額を控除するも 

のです。  

① 調整控除 

税源移譲によって生じる所得税と市県民税の人的控除額（扶養控除や配偶者

控除など）の差による負担増を調整するため、次の算式によって求めた金額を

所得割から控除します。なお、合計所得金額が２，５００万円を超える場合は、

調整控除はありません。 

ア 合計課税所得金額が２００万円以下の場合 

次のいずれか小さい金額の５％（市民税３％・県民税２％） 

 (ア)所得税との人的控除額の差の合計額 

 (イ)合計課税所得金額 

  イ 合計課税所得金額が２００万円超の場合 

    ｛人的控除額の差の合計額－（合計課税所得金額－２００万円）｝の５％ 

   ※人的控除額の差……市県民税と所得税では基礎控除額や扶養控除額（控除

対象配偶者、一般扶養、特定扶養等）が異なり、その差額をいいます。 

② 配当控除 

   株式の配当などの配当所得があるときは、その金額に定められた率を乗じた 

額が所得割税額から差し引かれます。 

③ 外国税額控除 

国外で得た所得に、外国の法令による所得税相当額が課税された時は、所得

税額から、控除限度額を上限として、外国所得税を控除します。 

なお、所得税から控除しきれない場合には、住民税から一定の額を限度とし

て控除されます。   

④ 住宅借入金等特別税額控除（住宅ローン控除） 

 平成２１年から令和７年１２月３１日までの間に入居し、所得税の住宅ロー

ン控除を受けている人で、所得税から引ききれなかった控除額がある場合は、

引ききれなかった控除額分が翌年度の市県民税から控除されます。 

※所得税のように税額の還付を行うものではなく、翌年度の市県民税から控除 

されます。 

 ※各入居年に対する控除限度額については、下表のとおりです。 

居住年（月） 
平成２１年 

   ～平成２６年３月 

平成２６年４月 

～令和３年１２月 

令和４年１月 

～令和７年１２月 

控除限度額 
所得税の課税総所得金額等 

の５％（最高 9.75 万円） 

所得税の課税総所得金額等 

の７％（最高 13.65 万円） 

所得税の課税総所得金額等 

の５％（最高 9.75 万円） 

                 ※ただし住宅取得に係る消費税が 

５％の場合は５％（最高 9.75 万円） 

 



- 11 - 

 

⑤ 寄附金税額控除 

以下に掲げる寄附金（総所得金額等の３０％を限度）を支出し、２，０００

円を超える場合、その超えた金額の１０％（市民税６％・県民税４％）に相当

する金額が控除されます。 

ア 都道府県、市区町村に対する寄附金（ふるさと納税） 

イ 共同募金会、日本赤十字社支部に対する寄附金 

ウ 福島県、須賀川市が条例で指定した寄附金 

 〇税額控除額 

  Ａ基本控除額 

   （寄附金の合計額－２，０００円）×１０％（市民税６％・県民税４％） 

  Ｂ特例控除額（アのふるさと納税に適用） 

   （寄附金の合計額－２，０００円）×（９０％－寄附した方に適用される所

得税の税率×１．０２１） 

  ※Ａの控除対象寄附金は総所得金額等の３０％が限度です。 

  ※特例控除は、アのふるさと納税にのみ適用され、個人市・県民税所得割の 

２０％を限度とします。 

  ※ふるさと納税のワンストップ特例を申請した場合は、上記控除額に加えて、

申告特例控除額（所得税控除額相当額）が控除されます。 

⑥ 配当割額控除・株式等譲渡所得割額控除 

 上場株式等の配当所得や譲渡所得については、支払いの際に配当割・株式等

譲渡所得割５％（市民税３％・県民税２％）が課税されています。その所得を

次の年度に住民税の申告（確定申告を含む）をした場合、住民税所得割額から

この配当割・株式等譲渡所得割額を差し引きます。差し引ききれなかった分は、

均等割額に充当し、充当しきれない金額を還付します。 

◆市県民税の申告 

  １月１日現在で、須賀川市内に住所のある方は３月１５日までに前年中の所得

金額や所得控除などを申告しなければならないこととなっております。 

〈市県民税の申告が不要な人〉 

  ・前年中に所得がなく、須賀川市内居住の家族の扶養になっている人 

  ・税務署に確定申告をした方およびその扶養親族 

  ・前年中の所得が給与所得のみで、勤務先から須賀川市に「給与支払報告書」

が提出されている方およびその扶養親族  

  ・前年中の所得が公的年金等のみで、日本年金機構から須賀川市に「公的年金

等支払報告書」の提出があり、控除の追加がない人  

 

http://www.city.sukagawa.fukushima.jp/3232.htm
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◆納税の方法 

  個人市県民税の納税方法には、納税通知書で納める「普通徴収」と給与や公的

年金等から差し引いて納める「特別徴収」の２つの方法があります。 

(1) 普通徴収 

市が送付する納税通知書により、年４回に分けて納めていただきます。 

 第１期 第２期 第３期 第４期 

納 期 ６月 ８月 １０月 翌年１月 

  ※納期限は、各納期の末日（末日が休みの時はその翌日） 

(2) 給与からの特別徴収 

  給与所得者には、勤務先などの給与支払者を通じて特別徴収税額通知書が送ら

れ、これに基づき市県民税が６月から翌年の５月までの１２回に分けて、毎月の

給料から差し引かれます。 

  これを給与支払者が翌月の１０日までに市へ納入します。 

 〇年の途中で退職された場合 

   特別徴収で市県民税を納付していた方が、退職された場合の納税方法は次の

とおりです。 

６月から１２月末までの退職 

残りの税額は普通徴収に切り替わり、個人で納

税することになりますので、市から送付される納

税通知書で納付してください。 

ただし、申出があれば退職金などから未徴収税

額を給与支払者を通じて一括で納税できます。 

１月から４月末までの退職 

残りの税額を給与支払者を通じて退職金など

から一括で納めていただきます。 

※本人からの申出がなくてもこの方法で納税し

ていただくことになっています。 

 ただし、退職金などの支払額が残税額より少な

いときは普通徴収となり、個人で納税することに

なります。 

(3) 年金からの特別徴収 

   ４月１日現在、満６５歳以上で老齢基礎年金等を受給している方の、年金に

係る所得から算出される市県民税については、年金支払者が年金から差し引い

て、市へ納めていただきます。 
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   公的年金所得以外の所得（給与、農業等）から算出される市県民税について

は、給与からの特別徴収または普通徴収による納付となります。 

 

 〇特別徴収の対象となる方 

 

   次の要件にすべて該当する人が対象です。 

  ①前年中に公的年金の支払いを受けている人 

  ②当該年度の初日（毎年４月１日）において、国民年金法に基づく老齢基礎年

金等の支払いを受けている６５歳以上の人 

  ③老齢基礎年金等の年額が１８万円以上である人（１つの年金において） 

  ④須賀川市での介護保険料が年金から差し引かれている人 

  ※ただし、上記の①から④までのすべてに該当しても、次の場合は特別徴収と

なりません。 

   (ア)特別徴収税額が老齢基礎年金等の年額を超える場合 

   (イ)当該年度の１月２日以降に他の市町村へ転出した場合 

   (ウ)公的年金等に係る所得について税額が生じない場合 

 〇特別徴収の方法 

 

① 新たに公的年金で特別徴収の対象となった年度（６５歳になった人、一度

特別徴収が中止になり、再度特別徴収になった人） 

 普通徴収 
特別徴収（年金からの差し引き） 

本 徴 収 

税 額 

第１期(6 月) 第２期(8月) １０月 １２月 ２月 

  年税額の 1/6 

 

②次年度以降  

   

特別徴収（年金からの差し引き） 

仮 徴 収 本 徴 収 

４月 ６月 ８月 １０月 １２月 ２月 

税 額 (前年度分の年税額の 1/6) (年税額－仮徴収税額)の 1/3 

  ※年金所得者の納税の利便性や市町村の徴収事務の効率化の観点から、「転出 

や税額変更があった場合においても一定の要件のもと、特別徴収を継続する 

こととなりました。 

 

 

 

年税額の 1/4 
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須賀川市内に事務所や事業所などがある法人に課税される税金で、資本金等の

額と従業者数に応じて負担する「均等割」と所得（法人税の税額）に応じて負担

する「法人税割」があります。 

◆納税義務者 

 納 税 義 務 者 均等割 法人税割 

市内に事務所や事業所を有する法人 ○ ○ 

市内に事務所や事業所はないが、寮、宿泊所などを有する法人 ○ － 

市内に事務所や事業所などを有する公益法人等で収益事業を行わ

ないもの（均等割非課税に該当するものは除く） 
○ － 

市内に事務所、事業所などがある公益法人等または人格のない社

団等で、収益事業を行っているもの 
〇 ○ 

◆均 等 割 

  均等割の税率は、資本金等の額と従業者数により次のように決められています。 

資本金等の額 
市内の従業者数 

50 人超 50 人以下 

50 億円を超える法人 3,000,000 円 410,000 円 

10 億円を超え 50 億円以下の法人 1,750,000 円 410,000 円 

1 億円を超え 10 億円以下の法人 400,000 円 160,000 円 

1 千万円を超え 1 億円以下の法人 150,000 円 130,000 円 

１千万円以下の法人 120,000 円 50,000 円 

資本金等の額は、次の(１)と(２)のいずれか大きい方の額で税率区分が適用さ

れます。 

（１） 法人税（国税）の資本金等の額に無償増減資等を加減算した額 

（２） 資本金の額及び資本準備金の合算額または出資金の額 

 

※資本金等の額と市内の従業者数は、事業年度の末日で 

で判定します。 

※市内に事業所等を有していた期間が１２か月に満たない 

場合は、有していた月数によりあん分します。 
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◆法人税割 

  法人税割とは、法人の所得の大きさにより負担するもので、その基礎となる 

課税標準額は、法人税額（国税）を用いています。 

  

 
 
 ※須賀川市以外の市町村にも事務所等がある場合には、市町村ごとの従業者数

であん分して算出します。 

◆申告と納税 

 法人市民税は、事業年度終了後一定期間内に、法人等が納付すべき税額を計算 

し申告書を提出するとともに、その申告した税額を納めていただくことになって 

います。 

申告区分 納 付 税 額 申告及び納付期限 

中

間

申

告 

予定申告 
均等割（年税）の２分の１と、前事業年度の 

法人税割の２分の１との合計額 事業年度開始の日

以後６か月を経過

した日から２か月

以内 
仮決算による 

中間申告 

均等割（年税）の２分の１と、その事業年度

開始の日以後６か月の期間を１事業年度とみ

なして算定した法人税割額との合計額 

確定申告 

均等割額と法人税割額との合計額 

ただし、中間申告により納付した税額がある

場合は、その税額を差し引いた額 

事業年度終了の日

の翌日から原則と

して２か月以内 

◆法人の設立、設置、転入等の届出について 

市内に法人を設立または事務所等を設置した場合には届出が必要です。 

また、すでに市内にある事務所等に異動が生じた場合にも届出が必要です。 

区 分 届出内容 添付書類（コピー可） 

法人設立・設置・

転入届出書 

市内に法人を設立した場合 

登記簿謄本・定款 
市内に事務所等を設置した場合 

本店所在地が市外から市内へ移転した

場合 

法人の異動(変更）

届出書 

登記簿の内容に変更があった場合 

（商号・所在地・代表者・資本金・解散等） 
登記簿謄本 

事業年度の変更 定款・総会議事録等 

申告期限の延長 

税務署収受印のある申告

期限の延長の特例の申請

書の写し等 

事務所などの閉鎖 
登記簿謄本 

※登記されている場合のみ 

事務所などの休業 

※営業再開時には「営業再開」の届出が必要 
不要 

     法人税額 × 税率（６．０％）＝法人税割 
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     パートの収入が９３万円以下ですと、給与所得控除（５５万円）を差し

引いた残額が市県民税の非課税限度額（３８万円）以下となりますので

市・県民税はかかりません。 

     また、パートの年収が１０３万円までは、ご主人の配偶者控除を受ける

ことができます。なお、配偶者特別控除は、２０１万６千円未満まで受け

ることができますが、収入金額により控除額が違ってきます。 

◆妻のパート収入と税 

パート収入 
妻に税金がかかるか あなたが配偶者控除を受けられるか  

所得税 市・県民税 配偶者控除 配偶者特別控除 

93 万円以下 かからない かからない 受けられる 受けられない 

93 万円を超え 

103 万円以下 
かからない かかる 受けられる 受けられない 

103 万円を超え 

201 万 6 千円未満 
かかる かかる 受けられない 受けられる 

 ※あなたの合計所得金額が１，０００万円を超える場合には、配偶者控除及び

配偶者特別控除を受けることはできません。 

 ※「税金の扶養」と「健康保険の扶養」は異なります。「健康保険の扶養」につ

いては、職場の健康保険担当にお問い合わせください。国民健康保険には扶養

の制度はありません。 

 

 

 

 

 

      

個人市・県民税は、毎年１月１日現在に住所のある市区町村で前年中の

所得に基づいて課税されることになります。あなたの場合は、令和５年１

月１日現在は須賀川市に住所がありましたので、その後、郡山市に引っ越

しをされても、令和５年度の個人市・県民税は須賀川市に納めていただく

ことになります。 

 

     私の妻はパートに出ているのですが、年間収入がいくらになると市・

県民税がかかりますか？ 

また、配偶者控除の対象になるのはいくらまででしょうか？ 

Ａ１ 

     私は令和５年４月１日に須賀川市から郡山市に引っ越しました。 

ところが、６月に須賀川市から令和５年度の個人市・県民税の納税通

知書が送られてきました。郡山市に納めるのではないのですか？ 

Ａ２ 
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     給与所得者の市・県民税は、前年中の所得に係る税額を６月から翌年

の５月までの１２回に分割して、毎月給与から差し引かれ、市に納付さ

れますが、年の途中で退職などにより給与から差し引くことができなく

なった分は、別に納めていただくことになります。 

     あなたの場合は、９月末に退職されたことから、１０月以降の分を給

与から差し引くことができないため、１０月から翌年５月までの８か月

分をご自分で納付書により納めていただくことになります。 

     また、今年１月から退職までの所得に対する市・県民税は、来年度に

課税されることになります。 

     なお、退職金にかかる市・県民税は、退職金等の支払いを受けた時に

差し引かれています。 

 

 

 

 

      市・県民税は、毎年１月１日現在で住所のある人に対して課税される

ことになっています。市・県民税を納めている人、または納めなければ

ならない人が死亡された場合でも、その時点で納税義務がなくなるもの

ではなく、相続された人に引き続き納めていただくことになります。 

 

 

       

      公的年金からの差し引き（特別徴収）の対象となる方は、地方税法（３

２１条の７の２）に基づき納付書や口座振替で納めていただくことはで

きないことになっています。 

 

 

 
会社に勤めており、市・県民税は毎月給料から差し引かれていました。

９月末に会社を退職し現在は無職ですが、先日、市・県民税の納税通知

書が送られてきました。退職後も市県民税が課税されるのはなぜでしょ

うか？ 

Ｑ３ 

Ａ３ 

私の夫は令和５年３月に死亡しましたが、昨年中に夫が得た所得に対

する市・県民税の納税通知書が、代表納税相続人として私のところに送

られてきました。死亡した夫の市・県民税も納める義務があるのでしょ

うか？ 

Ａ４   

Ｑ４ 

私は６６歳で、公的年金からの特別徴収対象者ですが、市・県民税を

以前のように納付書で納めることはできますか？ 
Ｑ５
５ 

Ａ５   
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●製造たばこ１箱あたりの税金 

 市たばこ税  131.04 円（22.6％） 

 県たばこ税   21.40 円（ 3.7％） 

 国たばこ税  136.04 円（23.5％） 

 たばこ特別税 16.40 円（ 2.8％） 

 消費税    52.73 円（ 9.1％） 

 

 

市たばこ税は、須賀川市内で日本たばこ産業株式会社や特定販売業者などが、

小売店に売り渡したたばこに対して課税されます。 

 

◆市たばこ税を納める人 

  製造たばこの製造者（日本たばこ産業㈱など）、特定販売業者（輸入業者）、

卸売販売業者 

 ※たばこの小売価格の中には、市たばこ税が含まれていますので、実際に税金

を負担しているのは、たばこの購入者です。 

 

◆税率と税額の計算方法 

(1) 税率 １，０００本につき６，５５２円 

 

(2) 計算方法 

     

 

  ◆申告と納税 

     卸売販売業者等が、毎月の売り渡し本数や税額等を記載し、翌月末日

までに須賀川市に申告し、納付することになっています。 

 (例)１箱５８０円のたばこの場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

たばこの売り渡し本数 × 税率 

販売経費等 

 222.39 円   

税金 

 357.61 円 

（61.7％） 
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温泉の利用者に課税される税金で、衛生施設や観光施設、消防施設などの整備

および観光の振興に要する費用に充てられるために設けられた目的税です。 

◆入湯税を納める人 

  鉱泉浴場（温泉施設）に入湯した人 

◆税 率 

  入湯客１人１日につき１５０円 

◆課税の免除 

  次に該当する場合は、入湯税がかかりません。 

（1）１２歳未満の人 

（2）共同浴場または一般公衆浴場に入湯する人 

（3）修学旅行等の学校教育上の行事に参加する学生、生徒、児童。 

（4）市民温泉、やまゆり荘、老人福祉センター、いわせ保健センターにおける

入湯する人 

（5）療養を目的とした入湯者で、医師の診断書がある方 

（6）日帰り客が利用する施設で、その利用料金が１，０００円以下（消費税の

額を除く）の人 

◆申告と納税 

   鉱泉浴場（温泉施設）の経営者が、前月中に入湯客から受け取った税額など

を翌月１５日までに申告し、納めることになっています。 
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軽自動車税（種別割）は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二   

輪の小型自動車（軽自動車）の所有者に対して課税される税金です。 

◆軽自動車税（種別割）を納める人 

  毎年４月１日（賦課期日）現在、市内を主たる定置場（使用の本拠地）とす   

る軽自動車等を所有している人 

※普通自動車と異なり、月割課税制度はありません。４月２日以降に廃車や名   

義変更しても、１年分の税金を納めることになります。 

◆税 額  

～原動機付自転車及び二輪車等の税額～ 

車種区分 年税額 

原動機付 

自転車 

50cc 以下 2,000 円 

特定小型原動機付自転車（0.6kw 以下） 2,000 円 

50cc を超え 90cc 以下 2,000 円 

90cc を超え 125cc 以下 2,400 円 

ミニカー（20cc を超え 50cc 以下） 3,700 円 

二輪の軽自動車（125cc を超え 250cc 以下）及び二輪以下のト

レーラ 
3,600 円 

二輪の小型自動車（250cc を超えるもの） 6,000 円 

小型特殊 

自動車 

農耕作業用 2,400 円 

その他のもの 5,900 円 

※ミニカー……三輪以上で総排気量が２０cc を超え５０cc までのもののうち、

車室を有するもの又は左右の車輪の中心間の距離が５０㎝を超えるもの 

～三輪・四輪の軽自動車の税額～ 

車種区分 

年税額 

初度検査年月が

平成２７年３月 

以前の車両 

初度検査年月が 

平成２７年４月 

以後の車両 

初度検査年月 

から 13 年経

過した車両

（重課税率） 

軽

自

動

車 

三輪（660cc 以下） 3,100 円 3,900 円 4,600 円 

四輪（660cc 以下） 

乗

用 

自家用 7,200 円 10,800 円 12,900 円 

営業用 5,500 円 6,900 円 8,200 円 

貨

物 

自家用 4,000 円 5,000 円 6,000 円 

営業用 3,000 円 3,800 円 4,500 円 
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※初度検査年月……新車として最初に新規検査を受けた年月です。自動車車検 

 証で確認することができます。 

※初度検査年月から１３年を経過した軽自動車であっても、電気・天然ガス・メ 

 タノール・混合メタノール・ハイブリットの軽自動車は重課税率（概ね２０％ 

 加算）の対象外となります。 

 

◆軽自動車のグリーン化特例（軽課） 

令和４年４月 1 日から令和５年３月３１日までに初度検査を受けた三輪以上の

軽自動車で、排出ガス性能及び燃費性能の優れた、環境負荷の小さい車両につい

ては、令和５年度に限り、次のとおり減額となります。   

車種区分 

年税額 

電気軽自動車 

・天然ガス 

軽自動車 

ガソリン車・ハイブリット車  

（揮発油を内燃機関の燃料とするもの） 

基準１ 基準２ 

三 輪 1,000 円 2,000 円 3,000 円 

四 

輪 

乗
用 

営業用 1,800 円 3,500 円 5,200 円 

自家用 2,700 円 対象外 対象外 

貨
物 

営業用 1,000 円 対象外 対象外 

自家用 1,300 円 対象外 対象外 
  

※１：天然ガス軽自動車については、平成３０年排出ガス規制に適合するもの又は平        

 成２１年排出ガス規制に適合し、かつ平成２１年排出ガス基準値より１０％以上窒

素酸化物を低減する車両に限ります。 

※２：ガソリン車・ハイブリット車は、いずれも平成３０年排出ガス基準５０％低減 

達成車又は平成１７年排出ガス基準７５％低減達成車に限ります。 

※３：令和２年度燃費基準達成かつ令和１２年度燃料基準の９０％以上達成車 

※４：令和２年度燃料基準達成かつ令和１２年度燃費達成基準の７０％以上達成車  

  

◆納 税 

  毎年５月に送付される納税通知書で、５月末日までに納付してください。 

◆減 免 

  次の要件に該当する場合は、減免を受けることができます。 

 ※前年に減免申請された方で、下記①～④に該当する場合、申請内容に変更が

なければ現況届出書の提出により減免を受けることができます。 

なお、申請内容に変更があった場合は、再度減免の申請が必要となりますので

ご注意ください。 

（１）減免の対象となる軽自動車 

① 身体に障がいのある人（１８歳未満の場合はその人と生計を一にする人も

可）が所有している軽自動車 

② 知的障がい、精神障がいのある人又はその人と生計を一にする人が所有し

※１ 

※２ 

※３ ※４ 
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ている軽自動車 

③ 構造上専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車 

④ 公益のため直接専用する軽自動車 

（２）申請期限 

    納期限の７日前までに申請してください。 

◆各種手続き 

  軽自動車等を取得したり、他人に譲渡したり、廃車または住所を変更したと

きには、１５日以内に申告手続きをしてください。 

車 種 申 告 先 

原動機付自転車 

(125cc 以下バイク等) 

小型特殊自動車 

須賀川市役所税務課 

長沼・岩瀬・桙衝市民サービスセンター 

☎88-9124 

三輪・四輪の軽自動車 

(660cc 以下) 

軽自動車検査協会福島事務所 

☎050-3816-1837 

二輪の軽自動車 

(125cc を超え 250cc 以下) 東北運輸局 福島運輸支局 

☎050-5540-2015 二輪の小型自動車 

(250cc を超えるもの) 
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     軽自動車税（種別割）は、４月１日現在軽自動車等を所有している方に

課税されますので、あなたに納税通知書をお送りします。 

     来年度からは、あなたのお友達に課税されることになります。 

     ただし、譲渡した旨の申告をしていないと来年度以降もあなたに課税

されますので、必ず手続きをしてください。 

 

 

 

     公道を走らない場合でも軽自動車税（種別割）の対象になりますので、

ナンバーの交付を受けなければなりません。 

      

 

 

     軽自動車税（種別割）は定置場（主に駐車する場所）所在地の市町村で

課税されます。定置場が変わる場合は、今付いている須賀川市のナンバ

ープレートをはずして廃車手続きをしなければなりません。その後、福

島市で申告し、新しいナンバープレートの交付を受けることになります。 

     

 

 

     ほかの方が続けて所有する場合には名義変更の手続きを、車両を手放

す場合には廃車の手続きをしてください。 

 

 

 

 

Ａ１ 

     私は農業用のトラクターを所有していますが、公道を走らない場合

でもナンバーの交付を受けなければならないでしょうか？ 

Ａ２ 

     私は原付バイクを所有しており須賀川市に軽自動車税（種別割）を

納めていますが、来月転勤で福島市に引っ越すことになりました。 

何か手続きは必要ですか？ 

Ａ３ 

     原付バイクを所有していた母が亡くなりました。どのような手続き

をすればよいのでしょうか？ 

Ａ４     

     原付バイクを４月中旬に友達に譲ったのですが、私のところに軽自

動車税（種別割）の納税通知書が届きました。私のところにはもうバ

イクは無いのですが、税金は納めなければならないのでしょうか？ 
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国民健康保険税は、社会保険等に加入していない人で国民健康保険の資格を

有する人の世帯主へ、医療分と支援金分及び介護分を合算した額が課税されま

す。 

区 分 内  容 

医 療 分 
国保に加入している人が病気やけがをしたときの医療費や、出

産一時金、葬祭費などの費用に充てるためのものです。 

支援金分 
 後期高齢者（主に７５歳以上の人）の医療費の一部を、７４歳

以下の人で支援するためのものです。 

介 護 分 

 ４０歳以上の人が介護を必要とする状態となった場合の費用

に充てるためのものです。４０歳以上６５歳未満の加入者がいる

世帯に課税されます。 

※65 歳以上の人は国保税とは別に介護保険料として納めます。 

◆国民健康保険税を納める人 

住民票の世帯主が国民健康保険税を納めます。そのため、世帯主が国民健康

保険に加入していない場合でも、世帯の中に国民健康保険加入者がいれば、世

帯主が国民健康保険税を納めることとなります（擬制世帯主）。 

※社会保険等への加入や脱退など、国保資格に変更があった場合は、変更日か

ら１４日以内に市保険年金課、各市民サービスセンターで手続きをしてくださ

い。 

◆税 率 

  所得割、均等割、平等割の３つの合計で、１世帯ごとの税額が決められます。 

 

 

 

令和５年度税率及び課税限度額 

区 分 内  容 医 療 分 支援金分 介 護 分 合 計 

所得割 

前年中の所得に応じて算定 

（前年中の総所得金額－基礎 

控除額※）×右の率  

7.20％ 2.51％ 1.95％ 11.66％ 

均等割 

被保険者数に応じて算定 

被保険者数（加入者数） 

×右の額 

円 

23,000 

円 

7,500 

円 

8,000 

円 

38,500 

平等割 
１世帯当たりの額 

一世帯当たり×右の額 

円 

19,000 

円 

7,400 

円 

5,600 

円 

32,000 

課税 

限度額 

 円 

 650,000 

円 

220,000 

円 

170,000 

円 

1,040,000 

国保税＝国保加入者全員の所得割の合計＋（均等割×加入者数）＋平等割 
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※基礎控除額は合計所得金額により、以下のとおりになります。 

合計所得金額 基礎控除額 

2,400万円以下 ４３万円 

2,400万円超、2,450 万円以下 ２９万円 

2,450万円超、2,500 万円以下 １５万円 

2,500万円超 適用なし 

◆国民健康保険税の軽減 

(1) 低所得世帯に対する軽減 

  判定基準所得額※が、一定額以下の場合に均等割と平等割が軽減されます。 

 判定基準は、以下のとおりです。 

軽減割合 判 定 基 準 

７割 判定基準所得額が 43万円＋10万円×(給与所得者等※の人数－1)以下 

５割 
判定基準所得額が 43 万円＋(被保険者等※の人数×29 万円)＋10 万円×

(給与所得者等の人数－1)以下 

２割 
判定基準所得額が 43 万円＋（被保険者等の人数×53 万 5 千円）＋10 万

円×(給与所得者等の人数－1)以下 

  なお、該当年度の１月１日現在６５歳以上で年金所得がある場合は、その所

得から１５万円控除した額で判定します。また、専従者控除、譲渡所得に対す

る特別控除は適用しない額で判定します。 

※判定基準所得額……擬制世帯主と被保険者（旧国保被保険者（国保から後 

期高齢者医療制度に移行した人）を含む）の所得の合 

計額 

被保険者等………被保険者と旧国保被保険者。擬制世帯主は含まない。 

給与所得者等……被保険者等のうち、一定の給与所得（給与収入 55万円超）

がある人と公的年金の支給（60万円超（65歳未満）又は

110万円超（65歳以上））を受けた人 

 ≪注意点≫ 

   軽減を受けるための申請は不要ですが、前年中の所得申告をしていないと 

軽減判定ができないため、所得に応じての軽減を受けることができません。 

必ず所得申告をしてください。 
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(2) 後期高齢者医療制度移行による軽減 

７５歳に到達し国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した人がいる

世帯で、国民健康保険加入者が１人となる世帯は、平等割額が、移行後５年目

までの間は半額、６年目から８年目までの間は、４分の１軽減されます。 

 

(3) 非自発的失業者に対する軽減 

  倒産、解雇、雇い止め、正当な理由のある自己都合退職などで離職した人で、

以下の要件を満たす人は、申告をすることで、給与所得を７割減額して算定を

受けることができます。軽減される期間は、退職日の翌日（国保の資格取得日）

から翌年度末までとなります。 

① 軽減の対象になる人 

・離職時点で 65 歳未満の人 

・雇用保険の失業給付を受ける人で、「雇用保険受給資格者証」または「雇

用保険受給資格通知」に記載された離職理由コードが「11・12・21・22・

23・31・32・33・34」に該当する人 

② 申告方法 

  「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」、「世帯主及

び対象者の個人番号が確認できる書類」、「窓口に来る人の本人確認ができ

る書類」を持参し保険年金課及び長沼・岩瀬の各市民サービスセンターで申

告してください。 

 

 (4) 未就学児に対する軽減 

世帯に未就学児（６歳に達する日以後の最初の３月３１日以前である被保険

者）がいる場合は、該当する人の被保険者均等割額が一律５割軽減されます。

なお、低所得世帯に対する軽減が適用される場合は、軽減後の残りの額が５割

軽減されます。それぞれの軽減区分における軽減適用後の均等割額は以下のと

おりです。 

軽減割合 医療分 支援金分 合計 

７割 
円 

３，４５０ 

円 

１，１２５ 

円 

４，５７５ 

５割 
円 

５，７５０ 

円 

１，８７５ 

円 

７，６２５ 

２割 
円 

９，２００ 

円 

３，０００ 

円 

１２，２００ 

軽減無し 
円 

１１，５００ 

円 

３，７５０ 

円 

１５，２５０ 
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◆納付方法と納期 

  納付書や口座振替で納付していただく普通徴収と、年金からの差し引きによ

り納入する特別徴収があります。 

(1) 普通徴収 

７月から翌年２月まで８回での納付となります。 

期 別 第１期 第２期 第３期 第４期 第５期 第６期 第７期 第８期 

納 期 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 

  ※７月以降に加入手続きをされた場合には、手続きをした月の翌月からの納

付となります。    

(2) 特別徴収 

 〇対象となる人 

   特別徴収の対象となるのは次に該当する人です。  

① 世帯内の国民健康保険加入者全員が６５歳以上７５歳未満の世帯で 

あること。 

② 世帯主本人が国民健康保険加入者であること。 

③ 世帯主が年額１８万円以上の年金を受給していること。 

④ 介護保険料と国民健康保険税の合計額が年金受給額の２分の１を 

超えないこと。 

〇特別徴収のしくみ 

   国保税は当年度分を４月から翌年２月までの計６回、年金を世帯主の口座

に振り込む前に年金から差し引きします。 

年金支給月 ４月 ６月 ８月 １０月 １２月 ２月 

特別徴収 

 
 
前年度２月分と同額を差し引き 

 
 
確定した年税額から仮徴収分を差

し引いた金額を差し引き 

 ※仮徴収…当年度の国保税が確定する前に、前年度と同じ税額を見込んで仮に

徴収するもの。 

 ※本徴収…当年度の国保税が確定した後に、確定した国保税額から仮徴収で納

付した税額を差し引いた額を徴収するもの。 

〇仮徴収額の平準化について 

   前年中と前々年中の所得額が大きく異なる場合などの理由で、仮徴収額と

本徴収額に大きな差が生じる場合があります。 

   そこで、各回の税額ができるだけ均等になるように前年度の国民健康保険

税額を基礎として、６月と８月の仮徴収額を調整し、特別徴収における国民

健康保険税の平準化を行います。（年税額は変わりません。） 

 

本 徴 収 期 間 仮 徴 収 期 間 
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＜特別徴収の平準化計算例＞ 

令和４年度 

(年税額120,000円) 

４月仮徴収 ６月仮徴収 ８月仮徴収 １０月本徴収 １２月本徴収 ２月本徴収 

30,000 30,000 30,000 10,000 10,000 10,000 

 
 
            ※２月本徴収額と同額で４・６・８月に仮徴収されます。 
  令和５年度 
  
 (年税額 120,000 円と 
  仮定した場合） 

〇平準化しない 

場合 

４月仮徴収 ６月仮徴収 ８月仮徴収 １０月本徴収 １２月本徴収 ２月本徴収 

10,000 10,000 10,000 30,000 30,000 30,000 

 
        
 
 

〇平準化した 

場合 

４月仮徴収 ６月仮徴収 ８月仮徴収 １０月本徴収 １２月本徴収 ２月本徴収 

10,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 

 

      

     

 ◎仮徴収額平準化の計算方法 

   ４月分１０，０００円（前年度２月分と同額） 

   ６・８月分の仮徴収額  

年税額 １２０，０００円 ― １０，０００円（４月分） ＝ １１０，０００円 

          １１０，０００円 ÷ ５（残りの特徴回数）＝ ２２，０００円 

 

 

 

       

 

※１０月以降の本徴収額は、７月 

に確定する令和５年度の年税額か

ら仮徴収済額を差し引いた金額を 

３回で割ります。 

6・8 月分を調整 
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     私自身は国民健康保険（以下「国保」という。）に加入していません 

が、市から国保税の通知書が届いたのはなぜですか？ 

              

     

 

 

     国保税は世帯主が納税義務者となるため、世帯主本人が国保に加入し

ていなくても、同じ世帯に国保に加入している人がいる場合は世帯主宛

に通知します。 

     このような場合の世帯主を擬制世帯主といいます。 

      

      

 

 

     国保と社会保険との間では情報のやり取りはしていないため、社会保

険に加入した際は窓口での国保脱退の手続きが必要です。手続きした月

の翌月中旬に、社会保険に加入した日の前月分までの国保税を月割りで

再計算し、税額変更通知書を送付します。 

     なお、社会保険加入後に国保の保険証で医療機関を受診した場合、本

来社会保険で支払うべき医療費を国保で支払っているため、その医療費

を返還していただく場合があります。 

      

      

 

      

     収入申告されていない可能性があります。たとえ収入がない場合でも、

収入申告は必要です。なお、収入申告しない場合は低所得世帯に対する

軽減が適用されません。 

     例えば、国保の被保険者が 1人（年齢 40歳以上）で収入がない世帯の

場合、収入申告した場合の国保税額は 21,000 円（7 割軽減適用）で、収

入申告していない場合の国保税額は 70,500円（軽減適用外）になります。 

     なお、国保に加入していない世帯主（擬制世帯主）が収入申告してい

ない場合も、低所得による軽減は適用されません。 

 

※ その他のQ&Aについては、市ホームページ「国民健康保険税に関するＱ＆Ａ」

をご覧ください。  

     前年と同様に収入がないのに、国保税が３倍以上増額されているのはなぜ

ですか？ 

Ａ１ 

Ａ２ 

     会社に勤めて社会保険に加入したのに、国保税が課税されていますがな

ぜですか？ 

Ａ３ 
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固定資産税は、毎年１月１日（賦課期日）に土地、家屋、償却資産の（これら

を総称して「固定資産」といいます。）所有している人がその固定資産の価格を

もとに算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。 

◆課税の対象となる固定資産 

土  地 田、畑、宅地、鉱泉地、池沼、山林、原野、雑種地など 

家  屋 住宅、事務所、店舗、工場、倉庫など 

償却資産 
土地、家屋以外の事業用資産（構築物、機械、装置、工具、器具、備品、

船舶、航空機など）で法人税または所得税の減価償却の対象となる資産 

◆固定資産税を納める人（納税義務者） 

  毎年１月１日現在、須賀川市内に固定資産を所有している人です。 

  具体的には次のとおりです。 

土  地 登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人 

家  屋 登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人 

償却資産 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人 

 ただし、所有者として登記（登録）されている人が１月１日以前に死亡して

いる場合等には、１月１日現在で土地、家屋を現に所有している人（相続人等）

が納税義務者になります。 

〇売買等があった場合 

  １月１日より前に売買契約等がなされていても、法務局の所有権移転登記

（未登記家屋の場合は税務課への所有権変更届出）などの手続きが１月１日

現在で完了していなければ、旧所有者が納税義務者となります。 

  なお、年の途中に所有権移転登記などの手続きが完了した場合でも、当該

年度の納税義務者は変わりません。 

〇家屋を取り壊した場合 

  登記されている家屋を取り壊しした場合は、法務局で建物滅失の登記を行

ってください。その手続きが完了すると、法務局から税務課へ通知されるた

め、税務課での手続きは必要ありません。 

  ただし、年内中に取り壊しした家屋の滅失登記の手続きが翌年になる場合

や登記されていない家屋（未登記家屋）を取り壊しした場合は、税務課に「建

物取壊し申請書」の提出が必要となります。 

〇共有資産の場合 

  共有資産については、共有者全員で連帯して納税する義務があります。 
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◆計算方法と税率 

  固定資産税は、次のような手順で税額が決定されます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇免税点 

  同一の人が市内に所有するそれぞれの固定資産課税標準額の合計額が次

の金額に満たないときは、固定資産税は課税されません。 

    土  地： ３０万円 

    家  屋： ２０万円 

    償却資産：１５０万円 

〇評価替え 

  固定資産税の土地と家屋の評価額は、３年ごとに見直すこととされ、これ

を「評価替え」といいます。 

  土地と家屋については、基準年度に評価替えを行い、１月１日現在の価格

を固定資産課税台帳に登録します。第２年度及び第３年度は、新たな評価は

行わず、基準年度の価格をそのまま据え置きます。（令和３年度が評価替え

の年度でした。） 

  ただし、次の場合には例外的に基準年度以外でも評価替えを行います。 

ア 土地の地目の変換があった場合 

イ 家屋の増改築があった場合 

ウ 地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないとき など 

           課税標準額 × 税率（１．４％） ＝ 税 額 となります。 

           課税の基となる固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資        

定資産評価基    産評価基準に基づいて行われ、市長がその価格（評価額）を 

          決定します。 

           また、土地と家屋は３年ごとに評価額の見直しを行いますが、 

          償却資産は、所有者からの毎年１月１日現在の所有資産申告に 

額         基づいて評価額を決定します。 

評価額の算定 

           決定された評価額を基に課税標準額を算定します。 

           課税標準額は原則として評価額と同一となりますが、住宅用

地         地などのように課税標準の特例措置や税負担の調整措置が適 

用         用される場合は、評価額よりも低く算定されます。 

課税標準額 

の算定 

税額の算定 
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◆評価のしくみ 

  固定資産評価基準によって、売買実例価格を基に算定した正常売買価格を

基礎として、地目別に定められた評価方法により評価します。 

(1) 地目 

地目は、田、畑、宅地、池沼、山林、原野及び雑種地などをいいます。 

    登記簿上の地目に関わりなく、その年の１月１日現在（賦課期日）の現

況の地目によります。 

 (2) 地積 

    地積は、原則として登記簿に登記されている地積によります。 

 (3) 地目別の評価方法 

  ① 宅地（市街地宅地評価法の場合）の評価方法 

    宅地の評価は、地価公示価格、都道府県地価調査価格、及び不動産鑑定

士による鑑定評価から求めた価格を参考に７割程度を目途に均衡化・適正

化を図っています。 

 

                                   

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商業地や住宅地など利用状況に応じ

て区分し、それを街路の状況や公共施

設等からの距離などを考慮して更に

区分 

標準宅地（奥行、間口、形状等が標準

的なもの）の選定 

主要な街路の路線価の付設 

その他の街路の路線価の付設 

各筆の評価 

地価公示価格、都道府県地価

調査価格及び鑑定評価価格の

活用 
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  ② 宅地（その他の宅地評価法の場合）の評価方法 

    状況の類似する地区ごとに標準宅地を選定し、その適正な時価（地価公

示価格等の７割を目途）に比準して、各筆を評価します。 

③ 農地、山林の評価方法 

 原則として、宅地の場合と同様に標準地を選定し、その標準地の価格（そ

の算定の基礎となる売買実例価額に宅地見込地としての要素等があればそ

れに相当する価額を控除した準農地、純山林としての価格）①に比準して

評価します。 

 ただし、市街化区域農地や宅地等への転用許可を受けた農地等について

は、状況が類似する宅地等の評価額を基準として求めた価額から造成費を

控除した価額によって評価します。 

④ 牧場、原野、雑種地等の評価方法 

  宅地、農地、山林の場合と同様に売買実例価額や付近の土地の評価額に

基づく方法等により評価します。 

◆住宅用地に対する課税標準の特例 

   住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から、その面積の広さに 

よって、小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて課税標準の特例措置を適用

します。 

〇特例の対象となる住宅用地 

①  専用住宅（専ら人の居住の用に供する家屋）の敷地の用に供されてい 

る土地……その土地の全部（家屋の床面積の１０倍まで） 

②  併用住宅（一部を人の居住の用に供する家屋）の敷地の用に供されて 

いる土地……その土地の面積（家屋の床面積の１０倍まで）に一定の率

を乗じて得た面積に相当する土地 

 

 

＜標準宅地について＞ 

 標準宅地とは、市内の地域ごとに、その主要な街路に接した標準的な宅地をいい

ます。 

＜路線価について＞ 

 路線価とは、市街地などにおいて街路に付けられた価格のことであり、具体的に

は、その街路に接する標準的な宅地の１㎡当たりの価格をいいます。 

 主要な街路の路線価は、標準宅地についての地価公示価格や鑑定評価価格等を基

にして求め、その他の街路の路線価は、その主要な街路の路線価を基にして幅員や

公共施設からの距離等に応じて求めます。 

 宅地の価格（評価額）は、この路線価を基にしてそれぞれの宅地の状況（奥行、

間口、 形状など）に応じて求めます。 
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 住宅用地の面積は、家屋の敷地の用に供されている土地の面積に下表の住 

宅用地の率を乗じて求めます。 

家  屋 居住部分の割合 住宅用地の率 

専用住宅 全部 １．０ 

下記以外の併用住宅 
４分の１ 以上 ２分の１ 未満 ０．５ 

２分の１ 以上 １．０ 

地上５階以上の耐火 

建築物である併用住宅 

４分の１ 以上 ２分の１ 未満 ０．５ 

２分の１ 以上 ４分の３ 未満  ０．７５ 

４分の３ 以上  １．０ 

  〇特例による軽減率 

①  住宅用地のうち住宅 1戸あたり２００㎡までの部分（小規模住宅用地） 

価格の６分の１の額を課税標準額とします。 

②  住宅用地のうち住宅１戸あたり２００㎡を超え、家屋の床面積１０倍まで 

の部分（一般住宅用地） 

価格の３分の１の額を課税標準額とします。 

例えば、３００㎡の住宅用地（一戸建て住宅の敷地）であれば、２００㎡分 

が小規模住宅用地で残りの１００㎡分が一般住宅用地となります。 

  

 

 

 

 

/ 
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◆評価のしくみ 

   固定資産評価基準に基づいて、再建築価格を基礎に評価します。 

(1) 新築家屋の評価 

 

 

  再建築価格 ……… 評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点

においてその場所に新築するとした場合に必要とされ

る建築費に相当するものです。 

  経年減点補正率 … 家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状

況による減価の割合です。 

(2) 新築家屋以外の家屋（在来分家屋）の評価 

   在来分家屋については、基準年度（３年ごと）に評価替えが行われます。   

 

 

 

 

 

 

   ただし、上記の算式により算出された評価額が評価替え前の価格を超える

場合には、評価額は評価替え前の価格に据え置かれます。 

◆新築住宅に対する減額措置 

   新築住宅について、新築後一定期間、固定資産税が減額されます。 

(1) 適用対象は、次の要件を満たす住宅です。 

  ① 専用住宅や併用住宅（例えば、１階が店舗で２階が住宅となっている家

屋）であること。ただし、併用住宅の場合には、住居として用いられている

部分（居住部分）の床面積が家屋全体の２分の１以上であることが必要です。 

   この場合、減額の対象となるのは、居住部分に限られます。 

’  ② 床面積の要件 

対象となる住宅 要件 

一戸建住宅 

マンション等の区分所有住宅 

居住部分の床面積が 50㎡以上 280㎡以下で

あること。 

賃貸用集合住宅（アパート） 
一つの居住部分ごとの床面積が 40 ㎡以上

280 ㎡以下であること。 

 

 

評価額 ＝ 再建築価格 × 経年減点補正率 

評価額 ＝ 再建築価格 × 経年減点補正率 

              

     基準年度の前年度の再建築価格 × 再建築費評点補正率 

                      木 造 家 屋 … 1.04 

                      非木造家屋 … 1.07 

＝＝＝ 
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(2) 減額される範囲 

居住部分の床面積が１２０㎡以下の場合は、税額は２分の１となります。 

   居住部分の床面積が１２０㎡を超え２８０㎡以下の場合は、１２０㎡に相

当する部分の税額は２分の１となりますが、１２０㎡を超える部分について

は減額されません。 

(3) 減額される期間 

   一般住宅  ……………… 新築後３年度分 

               （３階建て以上の中高層耐火住宅等は５年度分） 

   長期優良住宅  ………… 新築後５年度分 

               （３階建て以上の中高層耐火住宅等は７年度分） 

◆住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置 

   既存住宅を、現行の耐震基準に合った住宅に改修工事を行った場合、その

家屋に対する固定資産税が減額されます。 

(1) 対象となる住宅の要件 

昭和５７年１月１日以前に建てられた住宅 

(2) 減額対象工事 

令和６年３月３１日までに行われた耐震改修工事で、１戸当たり５０万円

を超えるもの。 

(3) 減額される範囲と期間 

① 耐震改修工事が完了した年の翌年度分の当該家屋にかかる固定資産税の

２分の１を減額します。 

  また、改修工事により認定長期優良住宅となった場合は、前記の固定資

産税額を３分の２減額します。 

 ② 対象となる床面積は、１戸あたり１２０㎡までとなります。 

(4) 手続きの方法 

   改修工事終了後３か月以内に、次の書類を添付して税務課へ申告してくだ

さい。 

①  現行の耐震基準に適合した改修工事である証明書  

    （建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関が発行するもの） 

②  工事費用が確認できるもの（工事契約書、領収書などの写し） 

③  改修工事により認定長期優良住宅になった場合は、長期優良住宅認定通 

知書の写し 

※  なお、耐震改修により固定資産税の 

     減額を受けた年度はバリアフリー改修や 

     省エネ改修による減額が受けられません 

     ので、ご注意ください。 
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◆バリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額措置 

   住宅のバリアフリー工事を行った場合、その家屋に対する翌年度分の固定

資産税が減額されます。 

(1) 対象となる住宅の要件 

   新築された日から１０年以上を経過した住宅 

（賃貸住宅を除く）で、次のいずれかの方が 

居住していること。 

① ６５歳以上の人 

② 要介護認定または要支援認定を受けている人 

③ 障がいのある人 

(2) 減額対象工事 

   令和６年３月３１日までに行われた、次のバリアフリー改修工事で、改修

後の住宅の床面積が５０㎡以上２８０㎡以下で、補助金等を除いた改修工事

費用が、１戸当たり５０万円を越えるもの。 

① 車いす移動通路の拡幅 ② 階段の勾配の緩和 ③ 浴室の改良 

④ 便所の改良      ⑤ 手すりの取付け  ⑥ 床の段差解消 

  ⑦ 出入り口の戸の改良  ⑧ 床表面の滑り止め化 

(3) 減額の期間と範囲 

 ① バリアフリー改修工事が完了した年の翌年度分の当該家屋に対する固定 

資産税の３分の１を減額します。（ただし、耐震改修住宅等に対する固定資 

産税の減額措置を受けている場合は減額されません。） 

 ② 対象となる床面積は、１戸あたり１００㎡までとなります。  

(4) 手続きの方法 

   改修工事後３か月以内に、工事代金の領収書の写し及び工事明細書の写し

など工事内容を証明する書類を添付して税務課へ申告してください。 

◆熱損失防止（省エネ）改修に伴う固定資産税の減額措置 

   住宅の熱損失防止（省エネ）改修工事を行った場合、その家屋に対する翌

年度分の固定資産税が減額されます。 

(1) 対象となる住宅の要件 

   平成２６年４月１日以前に建てられた住宅。（ただし、賃貸住宅を除く。） 

(2) 減額対象工事 

   令和６年３月３１日までに行われた次の省エネ改修工事で、改修後の住宅 

  の床面積が５０㎡以上２８０㎡以下で、補助金等を除いた改修工事費用が、 

１戸当たり６０万円を超るもの。 

① 窓の改修工事（必須工事）  

  ② 窓の改修工事と併せて行う、床、天井又は壁の断熱改修工事 

(3) 減額の期間と範囲 

① 省エネ改修工事が完了した年の翌年度分の当該家屋にかかる固定資産税 

の３分の１を減額します。（ただし、耐震改修住宅等に対する固定資産税の 
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減額措置を受けている場合は減額されません。） 

② 対象となる床面積は、１戸あたり１２０㎡までとなります。 

 ③ 新築住宅軽減や耐震改修特例の対象となっている住宅には適用されませ

ん。 

(4) 手続きの方法 

   改修工事後３か月以内に、省エネ基準に適合した工事であることを証明す

る書類を添付して市役所税務課へ申告してください。 

   

 

 

◆「評価額」に不服がある場合 

  納税者は、固定資産課税台帳に登録された価格に不服があるときは、市に設

置されている固定資産評価審査委員会に対して、固定資産の価格等を登録した

旨を公示した日から納税通知書の交付を受けた日の翌日から３か月以内に、審

査の申し出をすることができることとなっています。 

   ただし、基準年度以外は、地目の変更や家屋の増改築などの事情により評価

が変わった場合を除き、審査の申し出をすることができません。 

◆「評価額以外」（税額など）に不服がある場合 

  納税通知書の内容について不服がある場合は、その賦課決定があったことを 

知った日（通常、納税通知書の交付を受けた日）の翌日から起算して３か月以 

内に市長に対して審査請求をすることができます。 
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 償却資産の評価は、資産を保有する人は、毎年１月３１日までに、市へ『償 

却資産申告書』を提出しなければなりません。 

固定資産評価基準に基づき、取得価格を基礎として、取得後の経過年数に応 

ずる価値の減少を考慮して毎年評価します。 

◆償却資産の評価・税額の求め方 

 ① 前年中に取得された償却資産 
 
 

 ② 前年より前に取得された償却資産※ 
  
 

     ※②により求めた額が、取得価格の５％より 

も小さい場合は、取得価格の５％の価格が評 

価額となります。 

償却資産は、原則として価格が課税標準額に 

なりますので、それに税額を乗じて税額を求めます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

価格（評価額） ＝ 取得価格 × （１－減価率／２） 

価格（評価額） ＝ 前年度の価格 × （１－減価率） 
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    地方税法の規定で固定資産税は、その年の１月１日現在の登記簿上の

所有者に１年分の納税義務があります。そのため、令和５年度の固定資

産税は売主の方に課税になります。 

      

 

 

 

    昨年度までは住宅用地として課税標準の特例（軽減措置）が適用され

ていました。しかし、今年の１月１日（賦課期日）現在は住宅を取り壊

し、駐車場として使用しているため今年度は住宅用地ではなくなり、特

例が受けられなくなったためです。 

      

 

 

 

    新築住宅に対しては、床面積５０㎡から（アパートの場合は１戸あた

り４０㎡から）２８０㎡までであれば、課税される年度から３年度分（３

階建て以上の中高層耐火住宅等で一定の要件を満たす場合は５年度分）

の固定資産税額が１２０㎡分まで２分の１に軽減されます。令和２・３・

４年度の３年度分は税額が２分の１に減額されていましたが、令和５年

度は軽減期間が終了したため本来の税額に戻ったためです。 

      

 

 

 

    増築された部分があったり、１棟の建物でも構造が違ったりする（１

階は鉄骨で２階が木造の場合など）と、それぞれに評価するので実際の

棟数とは異なる場合があるためです。 

 

Ａ１ 

     令和４年１１月に土地を購入し、令和５年２月に所有権移転登記をし

ました。令和５年度の固定資産税は誰に課税されますか？ 

Ａ２ 

     昨年６月に住宅を取り壊して駐車場にしました。今年の納税通知書を

見たら、土地の税額が急に高くなったのですがなぜですか？ 

Ａ３ 

     令和元年９月に住宅を新築しましたが、令和５年度から急に固定資産

税が高くなりました。なぜでしょうか？ 

Ａ４ 

     納税通知書に記載されている家屋の表示と実際の棟数違うのですが、

どうしてでしょうか？ 
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ひが 

      

 

 

    令和８年度分まで当該敷地を住宅用地とみなし、住宅が建設されてい

なくても、各年度の賦課期日において市長が認める場合、住宅用地に対

する課税標準の特例が適用されます。 

    詳しくは税務課にお尋ねください。 

      

 

 

 

    

    当該被災住宅用地の代替土地を令和８年３月３１日までの間に取得し

た場合、当該代替土地のうち被災住宅用地相当分について、住宅が建設

されていなくても、取得後３年度分は当該土地を住宅用地とみなし、住

宅用地に対する課税標準の特例が適用されます。 

      

 

 

 

     

    令和８年３月３１日までの間に取得し、または改築した場合には、当

該被災代替家屋に係る税額のうち、被災家屋の床面積相当分について、

４年度分は４分の１、その後の２年度分は３分の１が減額されます。 

 

 

 

 

 

 

Ａ５ 

     東日本大震災により滅失・損壊した住宅の敷地（被災住宅用地）につ

いて、固定資産税に何か特例はありますか？ 

Ａ６ 

     被災住宅用地の所有者等が当該被災住宅用地の代替土地を取得した

場合、何か特例はありますか？ 

Ａ７ 

     被災家屋の所有者等が当該被災家屋に代わる家屋（被災代替え家屋）

を取得、または改築した場合の固定資産税の特例はありますか？ 

東日本大震災による被災住宅用地等の特例 
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都市計画税は、都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用に充てる 

ための、目的税です。  

◆課税の対象となる資産 

  都市計画法による市街化区域内に所在する土地及び家屋です。 

◆都市計画税を納める人（納税義務者） 

  毎年１月１日現在、須賀川市内に上記「課税の対象となる資産」を所有して 

 いる人です。 

  この場合の所有している人とは、固定資産税と同様です。（３０ページ参照） 

  固定資産税が免税点未満の人は、都市計画税も課税されません。（３１ペー 

ジ参照） 

◆税率と税額の計算方法  

  

 

 

◆課税標準額 

(1) 土地 

   住宅用地については、課税標準の特例措置が適用されますが、特例によっ

て軽減される率は固定資産税と異なり、次のとおりです。 

① 住宅用 地に係る課税標準の特例措置 

   ・小規模住宅用地 価格の３分の１ 

   ・一般住宅用地  価格の３分の２ 

※ 固定資産税と同様に上記住宅用地に対する課税標準の特例を適用します。

(33 ページ参照) 

(2) 家屋 

    固定資産税の課税標準と同じ価格です。 

◆納税の方法 

  固定資産税と併せて納めていただきます。  

 

課税標準額 × 税率（０．３％）＝  税額  となります。 
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市税は須賀川市民みんなの財産です。市税を有効に活用するために期限を守

り納めましょう。 

◆市税等を納める時期 

納期限及び 

口座振替日 

個人市民税 

（普通徴収） 

固定資産税 

都市計画税 

軽自動車税 

（種別割） 

国民健康保

険税(普通徴収) 

納税通知書送付 ６月１０日頃 ５月２日頃 ５月２日頃 ７月１２日頃 

４月  ５月１日（月）     

５月 ５月３１日(水)  １期 全期  

６月 ６月３０日(金) １期    

７月 ７月３１日(月)  ２期  １期 

８月 ８月３１日(木) ２期   ２期 

９月 １０月２日(月)    ３期 

１０月 １０月３１日(火) ３期   ４期 

１１月 １１月３０日(木)    ５期 

１２月 １２月２５日(月)  ３期  ６期 

１月 １月３１日(水) ４期   ７期 

２月 ２月２９日(木)  ４期  ８期 

(1) 市税 

税  目 納  期 

市 

民 

税 

個 

人 

普通徴収 ６月、８月、１０月、１月 

特別徴収 徴収月の翌月１０日まで 

法 

人 

確定申告 事業年度終了の翌日から２か月以内 

中間申告 事業年度開始後６か月を経過した日から２か月以内 

固定資産税、都市計画税 ５月、７月、１２月、２月 

軽自動車税（種別割） ５月 

市たばこ税 翌月末日（毎月） 

入 湯 税 徴収月の翌月１５日まで（毎月） 

※納期限が土曜、日曜、祝日に当たる場合は、その次の平日が納期限になります。 
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(2) 国民健康保険税 

区 分 対 象 納 期 

普通徴収 特別徴収以外の方 ７月から翌年２月まで（８期） 

特別徴収 ６５歳以上７５歳

未満の方で、国民健

康保険に加入して

いる世帯主の方（た

だし、下の①から③

のすべてに該当す

る方） 

≪仮徴収≫ 

 所得が確定していないため、４・６・８月

は前年度２月と同額が差し引きされます。 

≪本徴収≫ 

 確定した年間の保険税額から、４・６・８

月分を除いた税額を、１０・１２・２月の３

回に分けて差し引きします。 

① 世帯内の国民健康保険加入者全員が６５歳以上７５歳未満の世帯 

② 年額１８万円以上の年金を受給している方 

③ 介護保険料と国民健康保険税の合計額が年金受給額の２分の１を超えな

い方 

◆市税等を納める場所 

〇市内にある次の金融機関の本店と各支店 

 

 

 

 

 

〇東北６県のゆうちょ銀行 

〇コンビニエンスストア 

   納付する方の利便性向上のために、全国のコンビニエンスストアで、曜日

や時間を気にすることなくいつでもご利用できます。 

  

 

 

 

 

 

 ※コンビニ・スマートフォン決済アプリで納めることができない納付書 

① 納期限（使用期限の記載がある場合は使用期限）が過ぎた納付書 

② １枚当たりの金額が３０万円を超える納付書 

③ 額を訂正した納付書 

④ バーコード印字のない納付書 

⑤ 折り目、破れや汚れがあるため、バーコードの読み取りができない納付書  

須賀川信用金庫  東邦銀行  福島銀行  大東銀行   

 福島縣商工信用組合  東北労働金庫  夢みなみ農業協同組合  

（本店を除く） 

  ＭＭＫ設置店  セブンｰイレブン  セイコーマート       

デイリーヤマザキ  ファミリーマート  ポプラグループ 

  ミニストップ  ニューヤマザキデイリーストア   

ヤマザキスペシャルパートナーショップ  ローソン  
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〇スマートフォン決済アプリ納付 

   令和４年４月からスマートフォン決済アプリでの納付が始まりました。 

   納税通知書（納付書）に印字されたバーコード情報をお手持ちのスマート

フォンで読みとって決済することにより、外出せずに、「いつでも どこで

も」２４時間納付ができます。決済手数料はかかりません。 

   （ただし、アプリインストール時や決済時の通信料は自己負担になります。） 

   ①決済可能なアプリ 

    LINE Pay、PayPay、楽天銀行アプリ、PayB、au PAY、ファミペイ 

   ②スマートフォン決済アプリ利用時の注意事項 

   ・インターネット限定のサービスとなりますので、金融機関窓口やコン 

ビニエンスストア店頭ではスマートフォン決済アプリによる納付はでき 

ません。 

・納付の確認について 

 領収書は発行できません。領収書や納税証明書が必要な方は、金融機関

などの納税窓口またはコンビニエンスストアで納付してください。 

・自動で引き落としではなく、期別の納付書ごとに毎回手続きが必要とな

ります。 

・アプリで納付処理をした場合は、取消ができません。 

〇市税等セルフレジ 

  須賀川市で発行している納付書を使用して、非対面で市税等を納付でき 

るセルフレジを設置しました。 

セルフレジが納付書を自動認識し、現金でのみ納付できます。 

領収書の押印や切り離しを機械が行うため、待ち時間の縮減や新型コロナ

ウイルスなど感染症対策として安全安心にご利用できます。 

  ①設置場所 市役所１階 ＡＴＭコーナー内 

  ②稼働時間 ９時００分～１６時４５分（平日のみ） 

  ※土・日・祝日・年末年始はご利用できません。 
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◆口座振替 

  市では、市税などの口座振替を推進しています。納める時間が無い方など、

口座からの振替が大変便利です。 

  ぜひ、口座振替をご利用ください。 

(1) 口座振替できる税目 

   

 

 

 

 

 

  〇その他口座振替できる使用料等 

   下水道受益者負担金（全期または期別） 下水道受益者分担金（全期また

は期別） 農業集落排水使用料 合併処理浄化槽使用料 住宅使用料   

保育料 延長保育料 預かり保育料 認定こども園保育料 こども園時

間外保育料 児童クラブ保育料 介護保険料（普通徴収） 後期高齢者医

療保険料（普通徴収） 

   注：保育料、延長保育料、預かり保育料、認定こども園保育料、こども園時

間外保育料、児童クラブ保育料を申込みされた場合は、これらをまとめて

『子ども子育て支援』として、同じ口座が振替登録されます。 

(2) 口座振替のできる金融機関  

    

 

 

 

(3) 口座振替のできる口座科目 

   原則として、普通預（貯）金、当座預（貯）金の２科目となります。 

(4) 口座振替日 

  〇各税目等の納期限の日となります。 

  〇申込いただいた月の、翌月の月末以降の納期分から口座振替になります。 

  ※納期限の前日までに、ご入金ください。 

(5) 申込方法 

  ①申込場所 

  ・市内の金融機関の本店（夢みなみ農業協同組合本店を除く）及び各支店と

各郵便局 

  ・市役所収納課、長沼・岩瀬・桙衝各市民サービスセンターの窓口 

  ※申請書は、各申込窓口に準備してありますので、窓口でご記入ください。 

須賀川信用金庫  東邦銀行  福島銀行  大東銀行   

福島縣商工信用組合  東北労働金庫  夢みなみ農業協同組合 

ゆうちょ銀行  常陽銀行 

 市県民税（普通徴収 全期または期別）  軽自動車税（種別割） 

 国民健康保険税（普通徴収 全期または期別） 

 固定資産税・都市計画税（全期または期別） 

 ※固定資産税・都市計画税は、個人名義・共有名義について、それぞれ

申込みが必要です 
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  ②必要なもの 

   預金・貯金通帳と通帳届出印鑑、口座振替を行う税目などの納付書 

◆ＷＥＢ口座振替申請受付サービス 

令和４年４月から口座振替の申請がインターネット上でもできるようになり 

ました。 

 税・料金の納付に係る口座振替申込みをインターネット（パソコン、スマー

トフォン、タブレット端末）からできるサービスです。 

 このサービスを利用することで、書類作成や届出印が不要となり、郵送や窓

口持参の手間なく手軽にご希望の金融機関からの口座振替の申込みができま

す。 

(1) 申込みができる税目 

  

 

 

 

 

 

〇その他申込みができる使用料等 

   合併処理浄化槽使用料 住宅使用料 保育料 延長保育料 預かり保

育料 認定こども園保育料 こども園時間外保育料 児童クラブ保育

料 介護保険料（普通徴収） 後期高齢者医療保険料（普通徴収） 

 注：保育料、延長保育料、預かり保育料、認定こども園保育料、こども園時

間外保育料、児童クラブ保育料を申込みされた場合は、これらをまとめ

て『子ども子育て支援』として、同じ口座が振替登録されます。（ゆう

ちょ銀行を除く） 

(2) 申込みができる金融機関 

  

 

 

 

(3) 口座振替のできる口座科目 

  普通預（貯）金、当座預（貯）金の２科目となります。    

(4) 申込方法 

  市ホームページより口座振替を希望する科目を選択し、申込みサイト（外部

サイト）より必要事項をご登録ください。詳しくは、市ホームページをご覧く

ださい。 

  〇必要なもの 

   預金・貯金通帳と、口座振替を希望する科目の納税通知書等。 

   （通帳届出印は不要です） 

 市県民税（普通徴収 全期または期別）  軽自動車税（種別割） 

 国民健康保険税（普通徴収 全期または期別） 

 固定資産税・都市計画税（全期または期別） 

 ※固定資産税・都市計画税は、個人名義・共有名義について、それぞれ

申込みが必要です 

 

須賀川信用金庫  東邦銀行  福島銀行  大東銀行   

夢みなみ農業協同組合  ゆうちょ銀行  常陽銀行 

※ゆうちょ銀行は、『子ども子育て支援』科目はご利用できません。 
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◆クレジット納付 

  パソコンやスマートフォンから『F-REGI 公金支払い』のポータルサイトへ接

続し 、納めたい市税とクレジットカードの情報を入力することにより、自宅

や外出先から２４時間いつでも納付することができます。 

  ※クレジット納付は納付の確認に時間を要するため、納税証明書の交付をお

急ぎの方は、クレジット納付以外の方法をご利用ください。   

(1) 納付できる税目 

 

 

 

 

(2) クレジットで納めることができない納付書 

  ・納期限が過ぎた納付書 

・納付番号、確認番号が「＊＊＊」表示されている納付書  

(3) 決済手数料 

納付金額 ～10,000 円 ～20,000 円 ～30,000 円 ～40,000 円 ～50,000 円 

決済手数料 
(税抜) 50 円 150 円 250 円 350 円 450 円 

   以降、納付金額が 10,000 円ずつ増えるごとに手数料が 100 円(税抜)ずつ 

加算されます。 

(4) 利用方法 

   パソコンやスマートフォンから【F-REGI 公金支払い】にアクセスして、画

面に従って手続してください。 

     

◆納税コールセンターが納付を呼びかけます 

  市では、平成３０年７月２日から「須賀川市納税コールセンター」により、  

納期限を過ぎても納付が確認できない方に、早期の納税や口座振替の勧奨を呼

びかけます。 

【専用電話番号：０２４８－９４－２２０１】 

  同コールセンターでは、オペレーターが専用電話番号から「須賀川市納税コ 

ールセンター○○です。」と名乗ります。オペレーターが金融機関の口座に振

り込みを求めたり、ＡＴＭ操作を指示することはありませんので、不審な電話

がありましたら、いったん電話を切り、収納課（８８－９１２７）にお問い合

わせください。 

 

 

 市県民税（普通徴収） 固定資産税・都市計画税 軽自動車税（種別割） 

 国民健康保険税（普通徴収） 
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◆もし納期限までに納めなかったら・・・ 

(1) 滞納処分について 

  市税は、決められた納期限内に、自主的に納めていただくことが原則です。 

この納期限内に納付しないことを滞納といいます。 

 滞納すると、納期限後２０日以内に督促状が送付されます。納期限までに納

めた方との公平を保つため、本来の税額に加え、発生した延滞金も合わせて納

付いただくことになります。 

 法律では「督促状を発した日から起算して１０日を経過した日までに完納し

ないときは、滞納者の財産を差押えなければならない」と定められています。 

 市では、徹底した各種財産の調査（勤務先や取引先、銀行などへの照会等）

を行い、その方の財産（預貯金、給与、不動産、自動車、その他動産等）の差

押えを行います。預貯金や給与の差押えは、すぐに市税に充てることになりま

すが、不動産、自動車、その他の動産等は、差押えた動産等の公売等（換価と

いいます）を行い、市税に充てることになります。こうした差押え、公売など

の一連の法律に基づく手続きを滞納処分といいます。 

 市税を納めることができない事情がある方は滞納のままにしておかずに、早

めにご相談ください。 

(2) 延滞金について 

  延滞金は、滞納税額と納期限の翌日から納付までの期間に応じて計算されま

す。これは、納期内に納付された方との公平を保つためです。 

〇延滞金の率 

   地方税法の改正により、平成２６年１月１日以降の期間に適用する延滞金

の割合が見直されました。 

期 間 本 則 特 例（平成 26 年 1 月 1 日から適用） 

納期限の翌日から 1 か月

を経過する日まで 
7.3％ 

延滞金特例基準割合(※)＋1％ 

（上限 7.3％） 

それ以降 14.6％ 延滞金特例基準割合(※)＋7.3％ 

  ※延滞金に係る特例基準割合は、令和３年１月１日から延滞金特例基準割合

へ名称改正されました。 

  ※延滞金特例基準割合とは 

各年の前々年の９月から前年の８月までの各月における銀行の新規の短

期貸出約定平均金利の合計を１２で除して得た割合として各年の前年の１

１月３０日までに財務大臣が告示する割合に、年１％の割合を加算した割

合をいいます。 

   ＜参考＞ 令和４年中の延滞金特例基準割合・・・年 1.４％ 

        令和５年中の延滞金特例基準割合・・・年 1.４％ 
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  納付していただいた税金の領収書に記載されている税金の種類、期別

などが督促状のものと同じか再度ご確認ください。 

 また、各取扱金融機関やコンビニエンスストア等で納付いただいた情

報を市が確認するには、数日から２週間程度かかるため、納付していた

だいていたにも関わらず行き違いで督促状が送付される場合があります

ので、ご了承ください。                

  

 

 

    

     市が徴収する税金や使用料等を納期限までに納付しないと、２０日以

内に督促状を送付します。それでも納付が確認できない場合には、納期

限内に納めた方との公平性や市政運営の財源を確保するため、差押えを

実施します。 

    また、納期限までに納付が無いと延滞金がかかります。延滞金は納期

限の 1 か月を経過する日までの期間は年２．４％、それ以後は年８．７％

の割合となります。（延滞金特例基準割合による） 

  

 

 

    

    残高不足等による再振替は行っておりません。市役所収納課、長沼・

岩瀬・桙衝各市民サービスセンターで納付書の交付を受け、金融機関ま

たはコンビニエンスストア等で納付してください。 

  

 

 

    

    所有者が一緒でしたら、申請の必要はありません。登録してある口座

から一緒に振替になります。 

Ａ２ 

     市税や使用料等を滞納すると、どうなりますか？ 

Ａ１ 

     ３日前に固定資産税を銀行で納付したのに、今日督促状が送られてき

たのはどうしてですか？ 

Ａ３ 

     口座振替を利用していますが、残高不足で市税の引き落としができま

せんでした。どうすればいいですか？ 

Ａ４ 

     新しく軽自動車を買いました。前から持っている軽自動車と一緒に口

座振替したいのですが、申請は必要ですか？ 
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ｋ 

 

  税証明は、所得金額や財産状況などの個人情報が記載されているため、本人

の申請が原則です。代理人の方が申請される場合は委任状が必要となります。 

  ただし、同一世帯の配偶者及び親族の方が代理で申請される場合は、委任状

は不要です。（※固定資産に関する証明は委任状が必要です。） 

証明書の種類 内  容 
発行窓口※１ 

手数料 
Ａ Ｂ Ｃ 

所
得
・
課
税
関
係 

課税(非課税) 

証明書 

前年の所得金額、所得控除内訳、証明

年度の市県民税額など 
〇 〇 〇 1 件 300 円 

所得証明書 前年の所得金額、所得控除内訳など 

（市県民税額の記載はありません） 
〇 〇 〇 1 件 300 円 

納
税
関
係 

納税証明書 
各税目の年税額、納付済額、未納額な

ど 

〇
※２ 

〇
※２ 

〇 
※２ 

1 件 300 円 

社会保険料 

納付額証明書 

国保税、介護保険料、後期高齢者医療

保険料の納付額(確定申告用・年末調整

用) 

〇 〇 × 無 料 

軽自動車税 

納税証明書 

軽自動車税について滞納がないこと 

（滞納がある場合、発行できません） 
〇 ○ × 

車検用は無料

(その他 300 円) 

資
産
関
係 

資産証明書 

土地の地目ごとの地積計と評価額計 

家屋の床面積計と評価額計 

償却資産の評価額計 

〇 〇 〇 
所有者ごと 

1 件 300 円 

名寄帳 

所有しているすべての土地・家屋の所

在地、地目・用途、地積・床面積、評

価額、課税標準額、課税相当額など 

〇 ○ × 
所有者ごと 

1 件 300 円 

評価証明書 
土地・家屋の所在地、地目・用途、地

積・床面積、評価額など 
〇 ○ × 

所有者ごと 

1 件 300 円 

公課証明書 

土地・家屋の所在地、地目・用途、地

積・床面積、評価額、課税標準額、課

税相当額など 

〇 ○ × 
所有者ごと 

1 件 300 円 

登録事項証明書 
土地・家屋の所在地、地目・用途、地

積・床面積など 
〇 ○ × 

所有者ごと 

1 件 300 円 

資産なし証明書 市内に固定資産を所有していないこと 〇 × × 1 件 300 円 

そ

の

他 

営業(所在地) 

証明書 

市内に設置されている法人名、所在地

など 
〇 ○ × 1 件 300 円 

公簿閲覧  地籍簿、地籍図、多角点成果簿 〇 × × 1 公簿 300 円 

公簿写し 地籍簿・地籍図・多角点成果簿、地番図 〇 × × 写し 1 枚 300 円 

住宅用家屋証明 当該家屋が住宅用であることの証明 〇 × × 1 件 1,300 円 

※１：発行窓口 Ａ…税務課、長沼市民サービスセンター、岩瀬市民サービスセンター 

Ｂ…市民課 

        Ｃ…稲田・小塩江・仁井田・大東・桙衝市民サービスセンター 

※２：法人の納税証明書は税務課でのみの発行となります。 
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◆手続きに必要なもの 

区  分 必 要 書 類 

本人が申請する場合 

・本人確認ができるもの 

  公的機関発行の顔写真入り証明書（マイナンバーカード、運

転免許証、住基カードなど） 

 ※上記の証明書が無い場合は、住基カード（写真なし）、保険

証、年金手帳など複数の書類を確認させていただきます。 

代理人が申請する場合 

・代理人の本人確認ができるもの（本人が申請する場合と同じ） 

・委任状（委任者が署名し、押印したもの） 

 ※資産関係の証明書を除き、同一世帯の親族が申請する場合 

には委任状は不要です。 

法人に関する証明書 

【代表者本人の場合】 

・本人確認ができるもの（本人が申請する場合と同じ） 

・法人の登記事項証明書など代表者が確認できる書類 

【代理人の場合】 

・代理人の本人確認ができるもの（本人が申請する場合と同じ） 

・法人の代表者印（法務局登録印）または委任状（代表者印が

押印されたもの） 

継続検査（車検）用 

納税証明書 
・車検証 

相続人 

※本人死亡による 

・申請者の本人確認ができるもの（本人が申請する場合と同じ） 

・本人の死亡並びに相続関係が確認できる書類（戸籍・住民票

など） 

借地・借家人 

・申請者の本人確認ができるもの（本人が申請する場合と同じ） 

・賃貸借契約書など、借地借家の権利関係（物件の記載がある

もの）が確認できる書類 

 

 

委任状とは 

 委任状には、特に 

決まった様式はあり 

ませんが、右の例を 

参考にご本人が作成 

してください。 

 また、市ホームペ 

ージより様式をダウ 

ンロードできます。 

 
 
 
 
 

 

 

委任状 

委 任 状 

代理人  住所 須賀川市〇〇町××番地 

     氏名 ○○ ○○ 

 上記の者を代理人と定め、次の権限を委任します。 

委任事項 ○○証明の請求受領に関すること。 

               令和□□年□月□日 

委任者  住所 須賀川市△△町××番地 

     氏名 ○○ ○○ ㊞ 

     生年月日 昭和□□年□月□日 

     電話番号 □□－□□□□ 

 

署名は委任
者が直筆で

記入 
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◆税証明書を郵送で申請する場合 

  須賀川市から転出したり、また仕事などで窓口に来られない場合には、郵送

による請求ができます。市ホームページから証明書交付申請書（郵便請求用）

をダウンロードしてお使いいただくか、または、便せんなどに必要事項を記入

のうえ、次の書類を同封して郵送してください。 

 〈必要書類〉 

①申請書 

  ②本人確認のできる書類のコピー 

  （マイナンバーカード、運転免許証、住基カードなど） 

  ③証明手数料（定額小為替を郵便局で購入してください） 

  ④切手を貼り、住所・氏名を書いた返信用封筒 

（返信先は、本人の住民登録のある住所が原則です） 

 〈その他〉 

  ・継続検査（車検）用納税証明書の場合は、車検証のコピーが必要です。手

数料は無料です。 

  ・相続登記（所有者本人死亡による）などに使用するために証明書を請求さ

れる場合、上記必要書類のほかに所有者の死亡や相続関係を確認するための

書類（戸籍・住民票など）のコピーが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【送付先】〒962-8601（住所記載不要） 

       須賀川市役所税務課 あて 

 〇申請する際の注意点 

  ・電話やメールによる申請は受け付けておりません。 

  ・代理人の方が申請する場合は、委任状が必要となります。  

 

申 請 書（記載例） 

 申請者（納税義務者） 

  現 在 の 住 所  ○○市△△区××町□□番地 

  須賀川市での住所  須賀川市○○町□□番地 

  氏      名  ○○ ○○ 

  生 年 月 日  昭和□□年□月□日 

  電 話 番 号  □□□―□□□―□□□□ 

 必要とする証明書   令和□□年度○○証明を□通 

 使用目的または提出先 ○○○○へ提出のため 

                   申請年月日 令和□□年□月□日 

  ・納税証明の場合…税目（○○税） 

  ・軽自動車税納税証明書の場合…車両番号 

  ・固定資産に関する証明の場合…土地・家屋の別、地番、家屋番号など 
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◆税証明書コンビニ交付サービス 

  マイナンバーカード及び多目的利用登録をした住民基本台帳カードをお持

ちの方は、証明書コンビニ交付サービスで次の証明書の取得が可能です。（証

明書交付のための暗証番号が必要となります。） 

 

   令和５年度課税（非課税）証明書（令和４年中所得・控除内訳等、令和５

年度市県民税課税額） 

 

  〇コンビニエンスストアで証明書が取得可能な時間 

   ６時３０分から２３時まで（１２月２９日～１月３日及びサーバメンテナ

ンス時を除く） 

 

〇証明書を取ることが可能な店舗 

 セブン-イレブン、ローソン、ファミリーマート、ミニストップ、市役所庁

内設置マルチコピー機、Ａコープ北東北、セイコーマート、日本郵便（一部）、

イオンリテール、ウェルシア薬局、マルトグループホールディングス 
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◆市税について 

問い合わせたいこと 担当課・係 電話 

税関係証明について 
税務課 

税制係 

（0248） 

88-9123 

個人の市・県民税について 

市・県民税の申告について 

市・県民税の特別徴収について 

法人市民税について 

軽自動車税について 

原付バイク等のナンバー交付・廃車について 

市たばこ税・入湯税について 

税務課 

市民税係 
88-9124 

固定資産税について（土地・家屋・償却資産） 

都市計画税について 

固定資産税課税台帳の縦覧・閲覧について 

税務課 

固定資産税係 
88-9125 

国民健康保険税について 
保険年金課 

国保税係 
88-9136 

市税の納付について 

 納付書の再発行・口座振替等について 

 納税の相談について 

収納課 

収納管理係 

滞納整理係 

88-9126 

88-9127 

◆国税・県税について 

問い合わせたいこと 問い合わせ先 

所得税、法人税、相続税・

贈与税、消費税について 

その他国税に関すること 

須賀川税務署 

須賀川市東町 135-1 

☎75-2194 

納税証明書の発行について 

福島県県中地方

振興局県税部 

郡山市麓山1 - 1 - 1 

管 理 課 ☎024-935-1235 

県税の納税の相談について 納 税 課 ☎024-935-1241 

法人県民税、法人・個人事

業税、狩猟税等について 

課税第一課 

事業税ﾁｰﾑ 
☎024-935-1251 

不動産取得税について 
課税第一課 

不動産取得税ﾁｰﾑ 
☎024-935-1254 

自動車税、軽油引取税、ゴ

ルフ場利用税等について 
課税第二課 ☎024-935-1261 

◆普通・軽自動車の登録手続きについて 

区 分 機 関 所在地 電 話 

普通自動車・小型二輪 
東北運輸局 

福島運輸支局 
福島市吉倉字吉田 54 050-5540-2015 

軽自動車 
軽自動車検査協会

福島事務所 
福島市吉倉字谷地 18-1 050-3816-1837 
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